
基準を設けることは必要であり、事業者による適切な情報公開の徹底や質の確  

保を図ることは、公の責任において行われるべきである。   

なお、低所得世帯や障害児を持つ世帯をどのように扱うかについては、補助  

額で調整する策、すなわち保育の必要度の判定基準の1つに世帯所得や障害の  

程度、保育の緊急度を加え、受け取るバウチャー等を増額する方式を採用すべ  

きと考える。  

（ウ）「保育に欠ける」要件の見せし  

戦後間もなく制定された児童福祉法では、保育の実施対象を「保育に欠ける」   

児童と定めており、現在もなお、認可保育所に入所できる、あるいは国の家庭   

的保育サービスを受けられるのは「保育に欠ける」児童に限定されている。こ   

の「保育に欠ける」要件は、保護者の就業状況や就労形態の多様化、核家族化   

の進行や子育てに困難を抱える家庭の増加など、子どもを取り巻く環境が大き   

く変化しているにもかかわらず、長年見直しがなされていない。そのため、認   

可保育所への入所の可否と個々の家庭における保育や子育て支援の必要度合   

いが必ずしも一致していない。特に都市部等では、「保護者が昼間就労を常態   

とする」という1つめの要件に最も高い優先度が設定されている地方公共団体   

が多く、早朝・深夜シフトや、パートタイム勤務を掛け持ちする保護者等の児   

童は入所しにくいという指摘もある。   

したがって、「保育に欠ける」要件を近年の実態に照らして見直し、共働き世  

帯のみならず、専業主婦（夫）世帯でも、保育所において保育・子育て支援サ  

ービスを利用できるような基準に改めるべきである。   

なお、入所希望者数が定員数を超える場合、2）で述べた補助額の設定に必  

要な「要保育度」と同様の概念で、その必要度に応じて優先順位付けされるよ  

うな仕組みを導入する必要がある。  

（エ）官民イコールフッティングによる民間事業者の参入促進   

認可保育所には市町村が開設する公立と、「官」以外が設置主体となる私立   

がある。また、公立の中には、市町村が運営する「公営」と、民営化され、社   

会福祉法人を始めとする民の経営による「私営」がある。  

近年の認可保育所の設置状況を「社会福祉施設等調査」（厚生労働省）で見   

ると、箇所数の推移では、公立が減少、私立は反対に増加傾向にあり、平成19   

年現在では公立がまだ過半を占めているが、早晩、公私比率は逆転すると予想   

される。  
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同じ認可を受けた保育所であっても、経営主体によって、そのサービス内容  

は大きく異なっている。例えば、障害児保育を除く、その他の様々な種類の保  

育実施率は、私営がすべて公営を上回っている。  

一部の地方公共団体では公設民営化の動きがあるが、平成18年の私営は363  

箇所と公立全体に占める割合はわずか3％に過ぎず、公立保育所のほとんどは  

依然公営である。また、私立の認可保育所の内訳では、社会福祉法人による経  

営が9割と圧倒的に多く、平成18年までの5年間で約1，300箇所も増えている。  

一方、多様な利用者ニーズに応えるサービスの提供者として期待される株式会  

社やNPOを含む「その他法人」が経営する比率は、平成18年で5％にとどま  

っており、保育所事業への参入が進んでいないことがわかる。   

地方公共団体が公立保育所の民営化を進める際、国の規制がないにもかかわ  

らず、移管先を社会福祉法人に限定するケースが多いため、株式会社立となる  

事例はごく稀である。また、現在、私立保育所への施設整備交付金は、社会福  

祉法人立の保育所に限られており、株式会社、NPO法人は補助対象外である。  

社会福祉法人が半「官」的な存在とすると、実質的な官民のイコールフッティ  

ングがはかられていないと言える。さらには、保育所運営では株式会社であっ  

ても社会福祉法人会計が求められており、株主への配当が制限されるなど、参  

入の大きな障害となっている。   

そのため、サービス供給量の拡大に向けて、多様な民間事業者の参入を促す  

環境整備を図るためには、上記のような阻害要因を早急に取り除くべきである。  

具体的には、   

○施設整備交付金を社会福祉法人以外の民間事業者にも給付する   

○株式会社には企業会計の適用を認める   

○民営化の際、社会福祉法人以外の民間事業者を排除しないよう地方公共団  

体への指導を徹底する  

等の対策が必要である。なお、1点目については、憲法89条の解釈問題が背景  

にあるものの、介護保険など、既に直接補助を行っている例に照らせば、直接  

補助を行うことによりほぼ解決できると考える。  
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「中間とりまとめ 一年末答申に向けての問題提起－」   

（平成20年7月2日 規制改革会議）（抜粋）  

Ⅱ．各王点分野lこおける規制改革  

1社会保陣・少子化対策  

（2）福祉、保育、介護分野  

① 保育分野   

我が国では、昭和40年代後半の第2次ベビーブーム以降、合計特殊出生率が徐々   

に低下し、平成17年には1．26と過去最低を記録するなど、急速な少子化が進行して   

おり、平成17年には予測よりも2年早く人口減少社会に突入した。  

図表1－（2）－①  

（備考）厚生労働省「人口動態統計（平成19年）」による。   

こうした少子化の進行により労働人口の急速な減少と国の成長力の大幅な低下が  

予想される中、潜在労働力として最も期待が高いのが女性であり、特に、いわゆる  

M字カーブの凹み部分である子育て世代の就業率を高めていくことが有効な対処策  

の1つである。そのためには、女性が安心して働き続けられる環境の整備が必要で  

ある。  
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図表1－（2）－②  

女性の年齢階級別労働力率（国際比較）   
（％）   
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3D  
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0  

15－19  20－24  2ら－2g  30－34  35－39  40－44  45－49  50－54  55－59  8＝4 65歳以上（歳）  

（備考）内閣府「男女共同参画白書（平成18年版）」による。   

政府においては、平成6年の「エンゼルプラン」策定以降、各種の少子化対策が  

講じられてきたが、目立った成果は上がっていない。国の保育制度に関しては、依  

然残る「措置」の発想の下、画一的・硬直的な公的保育が実施されているのが現状  

である。平成19年末に終了した「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議  

が取りまとめた重点戦略に基づき、「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」の  

ための議論の場は、厚生労働省の社会保障審議会少子化対策特別部会に移された。  

現在、同部会において、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた議  

論が進められている。   

当会議では、前身の会議以降、一貫して主張してきたとおり、幼保一元化を見据  

えた保育制度の抜本的な改革が必須であり、同時に、多様なニーズに応える様々な  

子育て支援サービスを多面的に拡充していくことが重要かつ急務であると考える。  

改革の推進に当たっては、次の3つの視点を踏まえ、以下に掲げる施策を早冬に講  

じる必要がある。  

○ 質の確保と量の拡大を図る効率的な事業運営  

○ 多様化する利用者ニーズに応えるサービスの提供  

○ 官民事業者のイコールフッティングの実現  
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ア 抜本的な保育制度改革  

（ア）直接契約方式の導入  

児童福祉法改正により、平成10年以降、利用者が複数の保育所を選択し、申   

込みができるようにはなったものの、最終的には保育の実施主体である市町村   

が入所判定を行い、児童を各保育所に割り振る仕組みが現在でも続いている。   

そのため、利用者の視点に立ったサービス向上へのインセンティブが働きにく   

くなっている。  

図表1－（2）－③  

保育へのニーズ  

毎日預かってもらうことができる  

1週間に1～2回、預かってもらうことができる  

1月に1～2回、預かってもらうことができる  

自宅にスタッフを派遣してもらえる  

買い物や息抜きなどでも預かつてもらえる  
（ベビ⊥シッターを含む）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  

図表1－（2）－④   

ベビーシッターヘのニーズ（複数回答）  

保育技術のあるスタッフが派遣される  

当日の依頼でも対応してもらえる  

病時・病後時でも預かってもらえる   

早朝や夜などでも予約を受け付けている  

緊急時の体制が整備されている   

マナー教育のされたスタッフが派遣される  

医療機関と連携している  

スタッフを指名できる  

10％  20％  30％  40％  50，ら  60？ら  
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図表1－（2）－⑤  

夜間・休日・短時間などの保育サービスヘのニーズ（複数回答）  

前日や当日など、急な依頼にも対応してくれる  

早朝や夜間（午後7時以降）でも預かってもらえる  

0歳からなど、低年齢児でも預かってもらえる  

自分の預けたい時間帯を選択できる  
（フルタイム用だけでなく、ハ○－トの時間帯に合わせた預かりなど）  

昼食や夜食のサービスがある  
（お弁当を用意しなくてもよい）  

休日も預かってもらえる  

D‰   10‰   201   30％   40％   50諷   6D≠   701   8肌   90％  

図表1－（2）－⑥  

病児保育サービス等への二一ズ（複数回答）  

急な発熱など急性期でも預かってもらえる  

医師・看護飼・保健師などの専門職が配置されている  

感染性疾患でも預かつてもらえる  

病院・診療所に併設されている  

自宅にスタッフを派遣してもらえる  

肌 10％ 20％ 30％ 40†i 50h 8（溝 7仇 8仇 8仇   

（備考）すべて経済産業省委託調査［2007］（20－10代の女性へのアンケート調査）による。  

こうした状況下、利用者自らが施設に直接申込みを行い、契約を結ぶ方式を   

導入すれば、住居地に縛られずに、自宅のある市町村以外、つまり、最寄り駅、   

親の職場、児童の祖父母の家等に近い保育所に預けることや、必要なサービス   

を提供している保育所を選択することが可能となる。また、保育所の側では、   

他の保育所との競争が起こり、利用者から選ばれる保育所となるための努力が   

促されるというメリットもある。  

一方、都市部を中心に行われている地方公共団体独自の取組の中で、直接契   

約方式を採用している東京都の認証保育所制度は、待機児童の貴重な受け皿と   

して機能しているのみならず、認可保育所の施設最低基準とほぼ同等の水準を   

維持しながら都市型ニーズに応えるサービスを提供し、利用者から好評を得て   

いる。  
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図表1－（2）－⑦  

都市型保育ニーズへの対応  
100 100  

認可公立  認可私立  認可（平均）  認証  

（備考）東京都福祉保健局少子社会対策部資料（平成19年4月現在）により作成。   

そうした地方公共団体独自の取組を参考にし、直接契約方式を導入すべきで  

ある。   

なお、直接契約方式では、サービス供給量が需要を下回る場合、本来、利用  

者に選択されるはずの施設が、逆に利用者を選択する形となり、障害児や低所  

得世帯の児童の受入れを拒否するのではないかといった懸念が持ち上がるが、  

そうした状況を回避するには、セーフティネットとして公立保育所の位置づけ  

を明確化し、障害児保育の実施や低所得者層の優先入所等、受入体制の整備・  

強化を進めるなど、新たな仕組みを設けることで十分に対応可能となる。  

（イ）直接補助方式（バウチャー等）の導入  

現行制度では、国の補助は利用者ではなく、保育所に対して運営費という形   

で機関補助が行われている。利用者側の視点では、待機児童の発生している都   

市部や児童数の減少から保育所の閉所を余儀なくされている地域においては、   

必要なサービスを自由に選択し利用したいという希望が叶わないだけではな   

く、認可保育所への入所可否によって様々な不公平が生じていることが問題視   

される。質の面で安心感を得られやすい認可保育所に預けられる人と、認可保   

育所に預けられず、やむなく認可外のサービスを利用する人や就労継続そのも   

のを断念せざるを得ない人との間には、負担する保育料や就業機会・利益の得  
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失において大きな格差が生じる。こうした利用者間の不公平は、手厚い公的補  

助が広く子育て世帯に行き渡らずに、認可保育所に対して集中的に行われてい  

ることに起因する。加えて、実際に認可保育所と認可外施設における保育の質  

の実証的な比較検証は行われていないにもかかわらず、認可保育所の不足感・  

待望感にもつながってしまっている。  

図表1－（2）－⑧  

国基準（保育料）等から推計した利用者負担額  

【保育所】（1人当たり月鐘）   

年齢区分   費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

0歳児   17．3万円   3．5万円   13．8万円   2：8   

1・2歳児   10．3万円   3．5万円   6．8万円   3：7   

3歳児   5万円   2．8万円   22万円   6：4   

4歳以上児   4．3万円   2．6万円   1．7万円   6：4   

【保育所】（総額）  

費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

1兆7，800億円  7，6∝I億円   1兆200億円   4：6   

（備考）1．厚生労働省社会保障審諌会少子化対策特別部会第6回（平成20年4月9日）資料による。  

2．平成20年度保育所運営費負担金予算（案）額を基に算出。   

こうした問題意識から、投入されている公的補助を機関補助ではなく、保育  

の必要度（要介護認定のような公的な基準）に応じて、バウチャー等で子育て  

世帯に配分する、利用者への直接補助方式に転換するべきと考える。価格（利  

用者の費用負担分）を設定する際には、原則、サービス利用量・内容に応じた  

応益負担とすべきである。また、現在、認可保育所の保育料は月額で決まって  

いるが、フルタイム勤務以外の共働き世帯や在宅保育世帯による利用も増える  

と予想されることから、日割り・時間単位等に見直す必要もある。なお、公費  

によるバウチャー等が利用可能なサービスの対象は保育所に限定せず、認定こ  

ども園や、家庭的保育（保育ママ）やベビーシッター等の在宅保育サービス等  

にも拡大すべきである。   

こうした見直しにより、利用者間の公平が保たれ、受け取る補助額を分割使  

用したり、個人で上乗せしたりすることが可能となり、利用者のサービス選択  

の幅が広がる。また、事業者側には、一律の公定価格ではなく、自由な価格設  

定が可能な仕組みを採り入れることで、痛児・病後児保育や夜間・休日保育な  

ど付加的なサービスの提供に向けたインセンティブが働く。さらには、利用者  
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が認可外サービスを選ぶことで、利用者の潜在的ニーズに応える新たな事業者  

の参入も期待できる。もちろん、公費を使用する対象サービスとして、一定の  

基準を設けることは必要であり、事業者による適切な情報公開の徹底や質の確  

保を図ることは、公の責任において行われるべきである。   

なお、低所得世帯や障害児を持つ世帯をどのように扱うかについては、補助  

額で調整する策、すなわち保育の必要度の判定基準の1つに世帯所得や障害の  

程度、保育の緊急度を加え、受け取るバウチャー等を増額する方式を採用すべ  

きと考える。  

（ウ）「保育に欠ける」要件の見粧し  

戦後間もなく制定された児童福祉法では、保育の実施対象を「保育に欠ける」   

児童と定めており、現在もなお、認可保育所に入所できる、あるいは国の家庭   

的保育サービスを受けられるのは「保育に欠ける」児童に限定されている。こ   

の「保育に欠ける」要件は、保護者の就業状況や就労形態の多様化、核家族化   

の進行や子育てに困難を抱える家庭の増加など、子どもを取り巻く環境が大き   

く変化しているにもかかわらず、長年見直しがなされていない。そのため、認   

可保育所への入所の可否と個々の家庭における保育や子育て支援の必要度合   

いが必ずしも一致していない。特に都市部等では、「保護者が昼間就労を常態   

とする」という1つめの要件に最も高い優先度が設定されている地方公共団体   

が多く、早朝・深夜シフトや、パートタイム勤務を掛け持ちする保護者等の児   

童は入所しにくいという指摘もある。  
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図表1－（2）－⑨  

共働き等世帯数の推移  
（万世帯）  

昭和 56 57 58 59 60 ¢1 62 63 平成 2  3  q  5  6  7  8  9 18 1112 13 14 15 16 17 柑 19  
55  元  

（年）   

（備考）1．厚生労働省「男女共同参画自書（平成20年版）」による。  

2．昭和55年から平成13年は総務省「労働力調査特別調査」（各年2月、ただし、昭和55年から昭和57年は  

各年3月）、14牢以降は「労働力調査（詳細結果）」（年平均）より作成。  

3，「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及  

び完全失業者）の世帯。  

4．「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。  

図表1－（2）－⑩  

保護者の就業形態  

求職中0．7％   求職中4．2％  

女性  

（備考）東京都「認証保育所実態調査結果報告書（平成16年7月）」による。  
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図表1－（2）－⑪  

父母の就業状況  

その他2．2％  

（備考）1．厚生労働省「地域児童福祉事業等調査（平成18年）により作成。  

2．非常勤は、職場が定めた所定労働時間のすべてを勤務している者以外の者。   

したがって、「保育に欠ける」要件を近年の実態に照らして見直し、共働き世  

帯のみならず、専業主婦（夫）世帯でも、保育所において保育・子育て支援サ  

ービスを利用できるような基準に改めるべきである。   

なお、入所希望者数が定員数を超える場合、2）で述べた補助額の設定に必  

要な「要保育度」と同様の概念で、その必要度に応じて優先順位付けされるよ  

うな仕組みを導入する必要がある。  

（エ）官民イコールフッティングによる民間事集者の参入促進  

認可保育所には市町村が開設する公立と、「官」以外が設置主体となる私立   

がある。また、公立の中には、市町村が運営する「公営」と、民営化され、社   

会福祉法人を始めとする民の経営による「私営」がある。  

近年の認可保育所の設置状況を「社会福祉施設等調査」（厚生労働省）で見   

ると、箇所数の推移では、公立が減少、私立は反対に増加傾向にあり、平成19   

年現在では公立がまだ過半を占めているが、早晩、公私比率は逆転すると予想   

される。  
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図表1－（2）－⑫  

保育所数の推移（設置主体別）  

平成13年  平成19年   

（備考）厚生労働省「社会福祉施設等調査（平成13年）」、「福祉行政報告例（平成19年4月分概数）」により作免  

同じ認可を受けた保育所であっても、経営主体によって、そのサービス内容  

は大きく異なっている。例えば、障害児保育を除く、その他の様々な種類の保  

育実施率は、私営がすべて公営を上回っている。  

図表1－（2）－⑬  

様々な保育の実施率（経営主体別）  

障害児保育  休日保育  一時保育  特定保育   

（備考）厚生労働省「社会福祉施設等調査（平成18年）」により作成。  
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一部の地方公共団体では公設民営化の動きがあるが、平成18年の私営は363  

箇所と公立全体に占める割合はわずか3％に過ぎず、公立保育所のほとんどは  

依然公営である。また、私立の認可保育所の内訳では、社会福祉法人による経  

営が9割と圧倒的に多く、平成18年までの5年間で約1，300箇所も増えている。  

一方、多様な利用者ニーズに応えるサービスの提供者として期待される株式会  

社やNPOを含む「その他法人」が経営する比率は、平成18年で5％にとどま  

っており、保育所事業への参入が進んでいないことがわかる。  

図表1－（2）－⑭  

保育所（設置主体・経営主体別）  

（か所）   

14，000  

12，000  

10，000  

8，000  

6．000  

4．000  

2，000  

0  

ご√  ㌔、〆 ズlニ ニヂ  

」－－Y－－－J  

公立  

（備考）厚生労働省「社会福祉施設等調査（平成18牢）」により作成。   

地方公共団体が公立保育所の民営化を進める際、国の規制がないにもかかわ  

らず、移管先を社会福祉法人に限定するケースが多いため、株式会社立となる  

事例はごく稀である。また、現在、私立保育所への施設整備交付金は、社会福  

祉法人立の保育所に限られており、株式会社、NPO法人は補助対象外である。  

社会福祉法人が半「官」的な存在とすると、実質的な官民のイコールフッティ  

ングがはかられていないと言える。さらには、保育所運営では株式会社であっ  

ても社会福祉法人会計が求められており、株主への配当が制限されるなど、参  

3∂   



入の大きな障害となっている。   

そのため、サービス供給量の拡大に向けて、多様な民間事業者の参入を促す  

環境整備を図るためには、上記のような阻害要因を早急に取り除くべきである。  

具体的には、   

○施設整備交付金を社会福祉法人以外の民間事業者にも給付する   

○株式会社には企業会計の適用を認める   

○民営化の際、社会福祉法人以外の民間事業者を排除しないよう地方公共団  

体への指導を徹底する  

等の対策が必要である。なお、1点目については、憲法89条の解釈問題が背景  

にあるものの、介護保険など、既に直接補助を行っている例に照らせば、直接  

補助を行うことによりほぼ解決できると考える。  

（オ）地域の実情に応じた施政の股置の促進  

a 保育所の最低基準の見直し   

保育所の施設最低基準（厚生労働省令）は、「保育に欠ける」要件と同様に、   

長年にわたりほとんど改正がされていないため、これといった根拠がないま   

まに適用されているものが多い。例えば、乳児のほふく室の面積基準は1人   

あたり3，3nf（畳2畳分）、保育に従事する職員はすべて保育土資格を保有す   

る者と定められているが、東京都の認証保育所制度では、それぞれ2．5n了以   

上、資格保有者が6割以上まで弾力化が認められており、これら基準の緩和   

による具体的な問題は明らかにされていない。  

図表1－（2）－⑮  

認可保育所と認証保育所の基準比較  

認可保育所   認証保育所   

乳児室、l£S、く圭   A型（駅前基本型）3．3∩了以上（2．5ポまで弾力化）   

1人当たり3．3ポ以上  
（0、1歳児室）  B型（小規模・家庭的保育所） 2．5ポ以上   

保育従事者   保育士   保育士以外の者も可（但し、6割以上は保育士）   

（備考）東京都福祉保健局少子社会対策部資料（平成19年8月）により作成。   

したがって、 子どもの安全面のみならず、健康な心身の発達を保障する環  

境を整えるためには、どこまでの最低基準が必要なのか、科学的・実証的に  

検証し、早急に見直すべきである。  
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また、調理室の必置基準については、これまでの規制改革等により以下の  

特例が認められている。   

○分園方式の保育所では、中心保育所に調理室があり、調理員がいれば、   

調理室の設置及び職員の配置が不要   

○幼稚園や学校の余裕教室を使って保育所を整備する場合には、園・学校  

の給食設備の共用が可能   

O「認定こども固」では3歳児以上には外部搬入方式が可能   

一方で、構造改革特別区（特区）事業として「公立保育所における給食の  

外部搬入方式の容認事業」があり、全国展開への検討が重ねられているが、  

まだ結論は出ていない。アレルギー児等特別な配慮を要するケースへの対応  

を十分に行う前提で、全国規模で外部搬入方式の導入を検討し、結論を得る  

べきである。  

b 地域の実情に応じた施設の殴置の促進   

平成19年末に取りまとめられた「子ども家族を応援する日本」重点戦略で   

は、「次世代育成支援に関連する給付・サービス、とりわけ仕事と子育ての   

両立や家庭における子育てを支える社会的基盤となる現物給付の実現に優先   

的に取り組む必要があり、これを支える効果的な財源投入が必要である」と   

されている。現物給付の最たるものとして、厚生労働省は認可保育所を公的  

保育の核と位置づけているが、昨今の地方の財政状況や、上述のような地域   

の実情に応じた柔軟な設置が認められない全国一律の施設最低基準により、  

認可保育所はその設置数がなかなか増えないのが現状である。さらに、平成  

19年には認可保育所の定員が対前年比で約3万人増加したものの、待機児童  

数は約2千人しか減少しなかったなど、認可保育所が新たに開設されても、  

潜在需要が喚起され、定員数の増加分ほどは待機児童数が減少しないという   

状況に陥っている。   

一方、設置・経営主体別の費用の負担構成のグラフが示すとおり、この例   

では、公営の認可保育所は高コスト及び利用者の少ない負担で運営されてお   

り、公務員である職員の人件費を賄うための地方公共団体による上乗せ負担   

が他の経営形態に比して突出している。   

したがって、私営認可保育所や認定こども園、認証保育所等、様々な施設  

のサービスや運営効率、利用者満足度の相互比較を行うなどして、限られた  

財源を効率的に活用し、・施設の設置を進めるべきである。  
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図表1－（2）－⑯  

保育料と公貴負担の仕組み ＜東京都A市の例＞  

国基準  公営  社会福祉法人官 公設民営（株式会社）認可外（東京都認証）  

（備考）1．財務省予算執行調査（平成14年6月、9月）による。  

2．国基準は、国の予算で想定する全国平均の姿。  

3．国負担、保育料の数値が運営主体間で異なるのは、実際に訪問した保育所の児童の年齢構成の違い等に  

よる。   

中でも、東京都の認証保育所制度は、（ア）でも述べたとおり、認可施設  

の最低基準とほぼ同等の水準を維持しながら、待機児童の貴重な受け皿とし  

て機能し成果を上げているが、国の認可制度では「認可外」という取扱いで  

あるため、国からの補助金は一切入っていない。そのため、認可保育所と比  

べて保育料が高くなっており、利用者負担の公平性も欠いている。   

そこで、効率よくサービス供給量を拡大することができ、待機児童の解消  

やパートタイム労働者等の「保育に欠ける」要件を満たさない児童の受入れ  

にも道が拓けることからも、認証保育所等の、一定の質が保たれている地方  

公共団体独自の取組を国の制度として位置づけ、利用者の選択による直接契  

約方式の下、柔軟な設置基準により運営するとともに、一定の補助・支援を  

行うべきである。  
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イ その他の保育・子育て支援サービスにおける改革  

（ア）馳走こども園制度の見止し  

平成18年10月に始まった認定こども園制度は、基本的には既存の幼稚園と   

保育所の制度を組み合わせただけであり、行政も幼稚園は文部科学省、保育所   

は厚生労働省と依然縦割りのままである。そのため、目指すべき真の幼保一元   

化にはほど遠く、抜本的な保育制度改革を議論するための前提条件として厚生   

労働省が必要としている「認定こども園の実施状況等を踏まえ」という規模に   

さえなかなか至らないのが現状である。具体的には、平成19年4月時点での   

申請見込み件数（平成19年度中に542件）に対し、平成19年8月現在の認定   

数は105件にとどまっている。  

8 運用改善による書及の促進   

平成20年2月に、105園の認定こども園に対して行われた「認定こども園   

に関するアンケート」（関西大学白石研究室実施。回答率63％）では、運用   

面での問題点が数多く指摘された。認定申請に係る手続きの効率化、簡素化   

はもちろんのこと、財政的な支援を求める声が非常に多かった。認可の有無   

や「保育に欠ける」児童かどうかにかかわらず、認定を受けた固には補助を   

行うべきという意見や、幼稚園型、地方裁量型の保育所部分や、「子育て支援」   

等、新たに追加された機能に対して補助を行わないと数は増えていかないと   

いう指摘があった。核家族化や地域のコミュニケーションの希薄化が進む中、   

専業主婦（夫）家庭においては、育児不安、育児うつ等による育児放棄や虐   

待等の問題も起こっており、認定こども園に実施が義務づけられている地域   

の子育て支援の重要性は間違いなく高まってきている。   

そのため、地域子育て支援の実施を適切に補助し、また、既存制度におけ   

る認可の有無にかかわらず、例えば、厚生労働省と文部科学省の補助金を一   

本化することにより、幼稚園型、地方裁量型が新たに追加した保育所的機能   

に対しても、一定の補助を行うべきである。   

一方、保護者の認定こども園に対する評価は概して良い。短時間利用児（幼  

稚園）の保護者から、「夏休み等の長期休業期間に保育を受けられて良い」、  

「小さい子ども（3歳未満児）も預けられて良い」といったコメントがあっ   

た一方、「就労の有無や就労形態にかかわらず預けられる」、「勤務形態や時間   

に合わせて柔軟に預けられる」、「姉妹、兄弟と同じ園に預けられる」等、現  

行の保育所制度での不都合や制約と比較して利便性の高い認定こども園の制  

度を評価する声が、長時間利用児（保育園）の保護者から多く寄せられた。  
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また、直接施設に利用申込みができる点については、6割以上が「好評」と  

回答し、「不評」はわずか2％足らずだった。「好評」と回答した園では、保  

育園の保護者が、直接園に申し込むことで手続きが済む簡便さや、園の雰囲  

気がわかること等を評価している点が理由として挙げられている。なお、3  

割強を占めた「普通（どちらでもない）」という回答の多くは幼稚園型の固か  

らで、従来から幼稚園は直接契約制であるための結果と推測される。   

したがって、まずは、両省が実施した実態調査や上記アンケートの結果を  

踏まえ、早期に運用の改善を行い、認定数の増加を図るべきである。  

図表1一（2）－⑰  

Q．触以蘭と比べて、良くなったと♯じる点をお肌かせください。倒脆書カ＼らの柑【♯細事】  

間3（2〉  ［＝58  

度数  

0  10  20  30  40  

く－‘  就労の有無や就労形態にかかわらず継続して預けられる  
勤務形態や時間に合わせて柔軟に預けられる。  

□ 居住する市区町村以外の閏にも申L込める  
［コ 姉妹・兄弟を同じ園に預けられる。  
［コ その他  

図表1－（2）－⑱  

Q．馳走以前と比べて、大変になった、厳しくなったと■じる点をお聞かせ下さい。【榔】  

間4   ［＝60  

度数  

0  10  20  30  

［コ 職員の配置基準  
匡ヨ 施設の設備基準  
［コ 新たに付加した機能（幼稚園、または保育園部分）の運営  
［コ 子育て支援事業の実施  
［コ 財政面での負担  
■ その他   
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図表1－（2）－⑬  

Q．◆畿、駄こども｛がもっと■えていくためには、どのような他になれば▲し、とお書えですか。  

改書すべき点などあれば、お■書ください。【自由た辿司答】（抜粋、要約）   

・保育に欠ける・欠けないに関係なく、また認可・認可外にかかわらず、財政支援があると良い。   

（特に幼稚園型の園からの回答が多かったからか、幼稚園に併置する保育園部分を認可する、あるいは財政支援を講ずる ことを求める声が多  

かった。）  

・認定こども園独自の統一された補助制度があると良い。  

・新たな機能の充実（子育て支援や一時保育事業等）を目指すのであれば、予算措置をすべき。   

・現行の制度のまま（これまでの幼稚臥保育所の財源を組み合わせただけ、行政も依然縦割り）では、増えていかない。 就学前児童の行政を  

すべて一元化すべき。   

・幼稚園機能と、保育園機能を整合させるのではなく、新しい制度として一本化すべき（国の所管省庁や予算も）。  

・認定こども園についての理解が不十分であり、地域住民や子育て中の保護者への周知・啓発を推進する必要がある。  

・自治体の認定こども園に対する温度差はかなりある。行政（園）がもっと奨励していかない限り、デメリットぱかりで、なかなか拡がらないのでは。   

（備考）すべて関西大学白石研究室「認定こども園に関するアンケート」（平成20年2月）による。  

b 幼保一元化の実現lこ向けて   

認定こども園制度の見直し時期は、法の附則により「施行後5年を目途」   

とされているが、運用改善による普及促進を図りつつ、5年を待たずに真の  

幼保一元化に向けた制度の見直しに取り組むべきである。見直しに当たって  

はこ以下2つのフェーズが考えられる。   

○上記アと合わせた大改革により一気に幼保一元化を実現する。現行の幼  

稚園、保育所と統合し、一元化された行政・予算の下、すべての就学前  

児童を対象とする包括的な教育、養護・保育制度を構築する。親の就労  

形態等にかかわらず、利用者が直接申込み、契約でき、利用時間・サー  

ビス内容も柔軟に選択できる施設とする。   

○一方、認定こども園という枠の中だけで試行的に幼保一元化を実現し、  

あるべき姿（真の幼保一元化）への足掛かりとするという制度改革もあ  

り得る。予算の一本化により二重行政を解消し、既存の2制度の組み合  

わせではなく、認定こども園独自の認定・補助基準を設け、運営する。  

現在、幼保連携型、保育所型への入所に際しては、保育所部分について  

市町村が「欠ける」要件の判定を行っているが、市町村による判定をや  

め、行政は質のチェックや事業者からの相談・支援に特化する。この案  

では、新規に幼保連携型として認定を受けようとする施設が幼稚園、保  
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